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インフルエンザ流行期における対応について

日頃より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、例年 12月 ～3月 にインフルエンザの流行を迎えます。インフルエンザは普通のかぜと異

なり、症状が重く、感染力が大変強いのが特徴です。

つきましては、校内での感染拡大防上のため、下記の対応を行います。保護者の皆様のご理解と

ご協力をお願いいたします。今年度から、インフルエンザについては、医亜

なお、インフルエンザ

以外の学校感染症については、今まで通り医師の証明書が必要です。ご注意ください。

記

欠席の連絡時は、発熱等詳しい症状をお伝えください。(8時 20分までに保護者が連絡 )

概ね 07 5度 以上の熱があり、悪寒・頭痛・関節痛・筋肉痛・咽頭痛・咳・鼻水などのインフ

ルエンザを疑う症状が認められた場合、学校では早退をさせ、家庭では登校を見合わせて医療機関

を受診してください。(欠席の場合は、当日中に医療機関を受診してください。)

(1)イ ンフルエンザと診断された場合は出席停止となります。

・受診結果を、速やかに学校に連絡 してください。

・インフルエンザによる出席停上期間は学校保健安全法で r発症後5日を経過し、かつ、解熱後2

日を経過するまで」となつています。出席停止期間

・出席停止期間が終了したら、生徒手帳の「証明書」

に、保護者が記入し、

写しや薬手帳写しなど処方された案が分かる物と

一緒に担任に提出してください。

また、所見欄に熱が下がつた日を記入してください。

(2)イ ンフルエンザではないと診断された場合は、受診・検査に要した期間 【原則欠席当日。ただし、

早退の場合は翌日まで可 (発症後 8～ 12時間程度しないとインフルエンザ検査の反応が出づらい

ため)】 を、「インフルエンザ疑いによる出席停止Jと します。

※受診のタイミングについては、医療機関に症状等を伝え相談してください。

・受診結果を、速やかに学校に連絡 してください。

・次回登校時に、生徒手帳の「連絡・証明欄Jに受診の結果 (イ ンフルエンザではなかつた旨)を保

護者が記入・押印し、調剤薬局発行の案剤情報紙写しや薬手帳写し く医療機関発行領収書の写し

でも可)と一緒に提出してください。受診が証明できない場合は欠席となります。ご注意くださ

い 。
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0年OttO番 氏名 中野 花

診断名 インフルエンザ A型

出席停止期間

令和0年0月 0日～0日

所見

解熱 した日 :0月 0日

医療機関名 OOOク リニック O

令和0年0月 0日

解熱 した日を記入

受診 した医療機関名記入



インフルエンザ出席停止期間 :「発症後 5日 を経過し、かつ解熱後 2日 を経過するまで」

「発症後 5日 を経過」かつ「解熱後 2日 を経過」の両方を満たす期間、登校する事がで

きません。どんなに早く熱が下がつていたとしても、最低、発症した後 5日 は出席停止

となります。

O発症日は、病院を受診した日ではなく、インフルエンザ様症状 (38度以上の発熱等)

が始まった日です。病院受診時に、医師に発症日の相談、確認をして下さい。

O解熱した翌日から解熱後 1日 目と数えます。

インフルエンザ出席停止期間早見表

その後は解熱した日によって出席停止日が順次延長されていきます[
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